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(57)【要約】
【課題】スライダーの摺動及び衝撃などに起因したラッ
チの誤作動をより確実・簡易に解消する。
【解決手段】本体７又は移動体の一方に取り付けられる
ケース１、ケースに摺動自在に配されたスライダー２Ａ
、スライダーに支持されてケース対応部に係止する待機
姿勢と係止解除する引込姿勢とに切り換えられるラッチ
４、付勢手段３からなる引込ユニット６と、本体又は移
動体の他方に取り付けられてラッチ４を待機姿勢から引
込姿勢に切り換えたり引込姿勢から待機姿勢に切り換え
る作動部材８とを備え、ラッチが待機姿勢から引込姿勢
に切り換えられると、付勢手段に蓄積されていた付勢力
により移動体を作動部材を介して本体側第１位置から第
２位置へ移動可能にする摺動補助装置において、スライ
ダー２Ａ及びケース１の少なくとも一方には、互いに対
向する箇所に配置されて相手側に向かって当接可能に突
出した緩衝部３ｂを有している。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体もしくは移動体の一方に取り付けられるケース、及び前記ケースに摺動自在に配さ
れたスライダー、及び前記スイラダーに支持されてケース対応部に係止した待機姿勢と前
記係止を解除した引込姿勢に切り換えられるラッチ、並びに付勢手段からなる引込ユニッ
トと、
　前記本体もしくは移動体の他方に取り付けられて前記ラッチを待機姿勢から引込姿勢に
切り換えたり引込姿勢から待機姿勢に切り換える作動部材とを備え、
　前記ラッチが待機姿勢から引込姿勢に切り換えられると、前記付勢手段に蓄積されてい
た付勢力により前記移動体を前記作動部材を介して本体側第１位置から第２位置へ移動可
能にする摺動補助装置において、
　前記スライダー及び前記ケースの少なくとも一方には、互いに対向する箇所に配置され
て相手側に向かって突出した緩衝部を有していることを特徴とする摺動補助装置。
【請求項２】
　本体もしくは移動体の一方に取り付けられるケース、及び前記ケースに摺動自在に配さ
れた左右のスライダー、及び前記スイラダーに支持されてケース対応部に係止した待機姿
勢と前記係止を解除した引込姿勢に切り換えられる一対のラッチ、並びに前記スライダー
同士ないしは前記ラッチ同士を接近する方向へ付勢している付勢手段からなる引込ユニッ
トと、
　前記本体もしくは移動体の他方に取り付けられて前記ラッチを待機姿勢から引込姿勢に
切り換えたり引込姿勢から待機姿勢に切り換える作動部材とを備え、
　前記ラッチが待機姿勢から引込姿勢に切り換えられると、前記付勢手段に蓄積されてい
た付勢力により前記移動体を前記作動部材を介して本体側第１位置から第２位置へ移動可
能にする摺動補助装置において、
　前記スライダー及び前記ケースの少なくとも一方は、互いに対向する箇所に配置されて
相手側に向かって突出した緩衝部を有していることを特徴とする摺動補助装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記付勢手段がコイルスプリングであるとともに、前記緩衝
部が前記コイルスプリングの対応端に形成された延長部からなることを特徴とする摺動補
助装置。
【請求項４】
　前記コイルスプリングは、前記スライダー又は前記ケースに設けられた係合部に対応部
を固定されているとともに、前記延長部のコイル巻数をその固定用対応部より粗く形成し
ていることを特徴とする請求項３に記載の摺動補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引戸や扉などの移動体を本体側の第１位置から第２位置に切り換えたり、第
２位置から第１位置に切り換える操作を付勢力を利用して助ける摺動補助装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  図１１は特許文献１の摺動補助装置を示している。この装置特徴は、本体枠が引戸や扉
を摺動自在に配置しており、作動部材である突起体９を引戸や扉に設け、本体枠に設けら
れた摺動補助装置の主要部である引込ユニットにより引戸や扉を突起体９を介して引き込
む。この引込ユニットは、本体枠に取り付けられるケース１、ケース１に摺動自在に配さ
れたスライダー２Ａ，２Ｂ、各スライダーに対しシャフト８を介して回転可能に支持され
たラッチ５，５、付勢手段３からなる。突起体９は引戸や扉の上端面に突設される。
【０００３】
　ここで、ケース１は、本体枠のガイド用溝に沿って配置される関係で細長いとともに薄
く形成される。各スライダー２Ａ，２Ｂは、上下面に設けられた凸部２２を有し、各凸部
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２２がケース１の上下面に設けられたガイド溝１２ｂ，１６ｂに嵌合し、それら上下のガ
イド手段により案内されながら摺動される。また、各ラッチ５は、上下面に設けられた突
起５２を有し、各突起５２がケース１の上下面に設けられたガイド溝１４，１９に嵌合し
、それら上下のガイド手段により案内されながら摺動される。各ガイド溝１４，１９は、
ガイド溝１２ｂ，１６ｂと平行な直線溝１４ａ，１９ａと、直線溝１４ａ，１９ａの両側
に設けられた略Ｌ形の係止溝１４ｂ，１９ｂとからなる。
【０００４】
　以上の摺動補助装置において、図１１（ａ）の両側のラッチ５及び（ｂ）の右側ラッチ
５は待機姿勢である。この待機姿勢では、上下の突起５２が対応する係止溝１４ｂ，１９
ｂに係止されて、ラッチ５がスライダー２Ａと共に付勢手段３に蓄積された付勢力に抗し
位置規制されている。そして、同（ａ）の状態から、不図示の左側の開位置にある引戸や
扉を開から閉方向へ摺動操作すると、突起体９が対応する引込ユニットのラッチ５のフッ
ク部５０内面に当たり、ラッチ５がその応力で回転されて待機姿勢から（ｂ）の左側のご
とく引込姿勢に切り換えられる。この引込姿勢では、ラッチ５が突起体９をフック部内に
拘束した状態で、上下の突起５２が係止溝１４ｂ，１９ｂから直線溝１４ａ，１９ａに入
って係止解除される。このため、ラッチ５及びスライダー２Ａは、付勢手段３に蓄積され
た付勢力により摺動され、引戸や扉を突起体９を介して閉位置に自動で切り換える。また
、閉位置から、該引戸や扉の開操作によって、突起体９がラッチ５と共に図面の左側へ摺
動されると、それに伴って付勢手段３に付勢力を蓄積する。更に引戸や扉が開方向へ動か
されると、再び待機姿勢に切り換えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１４４５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した摺動補助装置は、例えば引戸や扉が閉操作されるとき、途中から付勢力により
閉位置まで自動的に切り換えられるため引戸や扉の使い勝手を向上し、引戸や扉の不完全
な閉状態の発生を解消できる。また、上記の引込ユニットは、左右の引戸や扉に適用され
る形態に代え、本発明を適用した図１のごとく一対のラッチ及びスライダー並びに付勢手
段で構成したり、更に図１０のごとく単一のラッチ及びスライダー並びに付勢手段にて構
成可能である。
【０００７】
　ところで、摺動補助装置としては、例えば、偏平小型化及び安定した摺動特性を維持し
て、付勢力により摺動される移動体の距離を長くするために、本出願人が先に開発した特
願平２００９－１４９７７９号などに記載されているごとくスライダーをケース内の長手
方向にできるだけ摺動させることを前提とし、特にラッチの引込姿勢から待機姿勢への安
定した切換作動、つまりラッチ側突起がガイド溝側の直線溝から係止溝に入って係止し、
かつ該係止が振動や衝撃などによって不用意に係止解除されないようにすることが重要と
なる。また、付勢手段としては、全寸の長いコイルスプリングを使用すると共にスライダ
ーの摺動速度を制動手段により制御することが好ましい。
【０００８】
　本発明の目的は、以上のような背景から工夫されたもので、例えば、偏平小型化及び安
定した摺動特性を維持して付勢力により摺動させる移動体の距離を長く設定する場合にも
、組立操作性を損なうことなく、スライダーの摺動及び衝撃などに起因したラッチの誤作
動をより確実かつ簡易に解消して作動特性を向上することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の本発明は、図１０の形態つまり装置構造が単一のスライダー及びラッチで構
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成される形態を特定したものであり、本体もしくは移動体の一方に取り付けられるケース
、及び前記ケースに摺動自在に配されたスライダー、及び前記スイラダーに支持されてケ
ース対応部に係止した待機姿勢と前記係止を解除した引込姿勢に切り換えられるラッチ、
並びに付勢手段からなる引込ユニットと、前記本体もしくは移動体の他方に取り付けられ
て前記ラッチを待機姿勢から引込姿勢に切り換えたり引込姿勢から待機姿勢に切り換える
作動部材とを備え、前記ラッチが待機姿勢から引込姿勢に切り換えられると、前記付勢手
段に蓄積されていた付勢力により前記移動体を前記作動部材を介して本体側第１位置から
第２位置へ移動可能にする摺動補助装置において、前記スライダー及び前記ケースの少な
くとも一方には、互いに対向する箇所に配置されて相手側に向かって当接可能に突出した
緩衝部を有していることを特徴としている。
【００１０】
　請求項２の本発明は、図１の形態つまり装置構造が複数のスライダー及びラッチで構成
される形態を特定したものであり、本体もしくは移動体の一方に取り付けられるケース、
及び前記ケースに摺動自在に配された左右のスライダー、及び前記スイラダーに支持され
てケース対応部に係止した待機姿勢と前記係止を解除した引込姿勢に切り換えられる一対
のラッチ、並びに前記スライダー同士ないしは前記ラッチ同士を接近する方向へ付勢して
いる付勢手段からなる引込ユニットと、前記本体もしくは移動体の他方に取り付けられて
前記ラッチを待機姿勢から引込姿勢に切り換えたり引込姿勢から待機姿勢に切り換える作
動部材とを備え、前記ラッチが待機姿勢から引込姿勢に切り換えられると、前記付勢手段
に蓄積されていた付勢力により前記移動体を前記作動部材を介して本体側第１位置から第
２位置へ移動可能にする摺動補助装置において、前記スライダー及び前記ケースの少なく
とも一方は、互いに対向する箇所に配置されて相手側に向かって当接可能に突出した緩衝
部を有していることを特徴としている。
【００１１】
　以上の各発明は請求項３や４のごとく次のように具体化されることがより好ましい。
（ア）前記付勢手段がコイルスプリングであるとともに、前記緩衝部が前記コイルスプリ
ングの対応端に形成された延長部からなる構成である（請求項３）。
（イ）前記コイルスプリングは、前記スライダー又は前記ケースに設けられた係合部に対
応部を固定されているとともに、前記延長部のコイル巻数をその固定用対応部より粗く形
成している構成である（請求項４）。
【００１２】
　以上の移動体としては引戸や扉以外に引出なども含まれる。本体としては引戸や扉用の
枠や引出用の収納部なども含まれる。第１位置は移動体の完全な閉位置又は開位置を示し
、これには移動体を収納部に完全に押し入れた閉位置又は引き出した開位置も含まれる。
第２位置は移動体の完全な開位置又は閉位置を示し、これには移動体を収納部から完全に
引き出した開位置又は押し入れた閉位置も含まれる。なお、以上の摺動補助装置では、移
動体の付勢力で移動される速度を制動するピストン式の制動手段を有していることが作動
特性の点から好ましい。その場合は、その制動手段の構成部材（シリンダー及びピストン
ロッド）をスライダー又はケースに固定しなければならないが、特に径小となるピストン
ロッドの固定構造が問題となる。その対策としては、形態に示したごとくピストンロッド
を一旦仮止めした状態から、スライダー又はケースに対して取付部材の係合操作により本
止めすることである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１と２の発明は次のような点から工夫されたものである。すなわち、対象の摺動
補助装置では、例えば移動体の付勢力による摺動距離を長くする上で、図１や図１０の例
のごとくケース内でのスライダーの摺動距離をできるだけ延ばすと、ラッチの待機姿勢で
ケース内の長手方向にあるケース内端面にスライダーの対応端を当接ないしは接近配置す
る構成となる。そこで、本願の各発明では、スライダー及びケースの少なくとも一方に設
けられて、相手側に向かって当接可能に突出した緩衝部の存在により、特にラッチを引込
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姿勢から待機姿勢に切り換える際や待機姿勢において、緩衝部の振動ないしは衝撃吸入作
用によりスライダーに支持されているラッチの誤作動を防止して作動特性を向上したもの
である。
【００１４】
　請求項３の発明では、各発明の緩衝部を付勢手段であるコイルスプリングの延長部にて
形成するため部材経費及び取付工数を抑えて各発明を実施できる。また、請求項４の発明
では、各発明の緩衝部として付勢手段であるコイルスプリングの延長部で形成する場合、
その延長部のコイル巻数を固定用対応部より粗く形成するだけで、緩衝レベルつまり振動
や衝撃吸収度合いを容易に設定したり変更可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】形態例の摺動補助装置の主要部である引込ユニットを示し、（ａ）はケースから
カバーを外した状態を示す構成図、（ｂ）はカバーの内面側を示す構成図である。
【図２】図１の概略的な断面を示し、（ａ）はＡ－Ａ線断面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線断面図
、（ｃ）はＣ－Ｃ線断面図である。
【図３】（ａ）は図１のＤ部を拡大したラッチの待機姿勢での概略的な状態図、（ｂ）は
ラッチの引込姿勢での概略的な状態図である。
【図４】上記ケースをカバーを外して付勢手段及び制動手段と共に示す平面図である。
【図５】図１の左側のスライダーを示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は下面図、（ｃ）は（
ａ）のＥ部を示す概略構成図、（ｄ）は取付部材を外した状態での上面図である。
【図６】図１の右側のスライダーを示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は下面図である。
【図７】上記引込ユニットのラッチを示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は下面図、（ｃ）は
正面図である。
【図８】上記引込ユニットの作動を、（ａ）と（ｂ）はラッチの待機姿勢で各部材の関係
を示す模式図、（ｃ）はラッチが待機姿勢から引込姿勢に切り換えられた状態を示す模式
図、（ｄ）は付勢手段に付勢力を蓄積している過程を示す模式図である。
【図９】上記摺動補助装置の適用例として、（ａ）と（ｂ）は本体及び移動体の具体例を
示し、（ｃ）は作動部材の構成例を示す斜視図である。
【図１０】上記引込ユニットの変形例を図１（ａ）に対応して示す構成図である。
【図１１】特許文献１の摺動補助装置を示し、（ａ）は引込ユニットの構成図、（ｂ）は
その要部作動図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明形態を図面を参照しながら説明する。図１は摺動補助装置のメイン部となる引込
ユニットの全体構成を示し、図２と図３は引込ユニットの詳細を示し、図４～図７は構成
部材の細部を示し、図８は要部作動を示し、図９は使用例と作動部材の構成例を示し、図
１０は変形例を示している。なお、これらの図では、作図上、一部を省略したり簡略化し
ている。以下、装置特徴、引込ユニット、作動部材、組立、作動、変形例の順に詳述する
。
【００１７】
（装置特徴）形態の摺動補助装置は、本体７もしくは移動体として引戸や扉（以下、扉の
例で説明する）の一方に取り付けられる引込ユニット６（６Ａ）と、本体７もしくは扉の
他方に取り付けられる作動部材である突起体８とからなる。以下の形態では、引込ユニッ
ト６（６Ａ）を本体７に取り付け、突起体８を扉Ａに取り付けた場合を示したが、引込ユ
ニット６（６Ａ）を扉Ａに取り付け、突起体８を本体７に取り付けることも可能である。
また、前記引込ユニット及び突起体は、対象の移動体や引き込み作動設定により次の３種
類の構成に大別される。
【００１８】
　第１の構成は、図１に示した引込ユニット６及び２つの突起体８を組として使用する場
合である。引込ユニット６は、ケース１に対し、互いに接離する方向へ摺動される対のス
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ライダー２Ａ，２Ｂと、スライダー２Ａ，２Ｂ同士を接近する方向へ付勢している付勢手
段３と、スライダー２Ａ，２Ｂの摺動速度を制動する制動手段５と、各スライダー２Ａ，
２Ｂにそれぞれ回転可能に支持されて、ケース１内の対応部に解除可能に係止されること
によりスライダー２Ａ，２Ｂ同士を離間した状態に保持可能な一対のラッチ４，４とを配
置している。図１１と比較すると、ラッチ４，５が突起体８を介してケース対応部（ガイ
ド溝１６の係止溝１６ｂ）に係止する待機姿勢と前記係止を解除する引込姿勢とに切り換
えられるとき、スライダー２Ａ，２Ｂに対するラッチの水平な回転運動を維持する規制手
段９と、スライダー２Ａ，２Ｂの摺動速度を制動する制動手段５と有している。
【００１９】
　第２の構成は、移動体として例えば両開き式の扉（引戸）ＡとＢを本体の対応する開口
部に対しそれぞれ摺動するような場合であり、一方の扉Ａに対応した引込ユニット６及び
他方の扉Ｂに対応した引込ユニット６の構成部材を図１１のごとく共通のケースに組み込
む。すなわち、この引込ユニットでは、互いに接離する方向へ摺動される左右のスライダ
ー２Ａ，２Ｂと、スライダー２Ａ，２Ｂ同士を接近する方向へ付勢している付勢手段３と
、各スライダー２Ａ，２Ｂにそれぞれ枢支されていると共に、ケース１側に解除可能に係
止されることによりスライダー２Ａ，２Ｂ同士を離間した状態に保持可能な一対のラッチ
４，４とを単位とし、この２組を同じケースに対し配置している構成である。この説明は
形態から容易に推察されるため省略する。
【００２０】
　第３の構成は、移動体を一方向へだけ引き込む場合である。この引込ユニットは、図１
０に例示されるごとく、図１のスライダー２Ａ，２Ｂの一方を省略し、付勢手段３である
コイルスプリングの一端をスライダーに係止すると共に他端をケース側に係止し、また必
要に応じて制動手段５の一端をスライダー２Ａに係止すると共に他端をケース側に係止す
る最も簡易な構成となる。そして、第１～第３の構成は、共通の要部としてスライダー２
Ａ，２Ｂ及びケース１の少なくとも一方には互いに対向する箇所に配置されて相手側に向
かって当接可能に突出した緩衝部用の延長部３ｂを有している。
【００２１】
（引込ユニット）引込ユニット６の細部を明らかにする。ケース１は、図１と図４に示さ
れるごとく上側を開口した空間部１０と、空間部１０の左右に張り出している本体側への
取付部１０ａとを一体に形成しており、空間部１０を閉じるカバー１５を有している。空
間部１０は、細長い矩形の容器状をなし、下面１１と両側面１２と左右の端部１３，１３
ａで区画されている。端部１３ａは、端部１３よりも外側へ変位しており、ここに緩衝部
用延長部３ｂが当接する。下面１１には、幅中間に位置して左右に延びているガイド孔１
１ａと、ガイド孔１１ａの両縁部を一段低く形成しているスライダー用ガイド部１１ｂと
が設けられている。符号１１ｃは、一方の側面１２の内側に沿って左右に延びているスラ
イダー及び付勢手段３であるコイルスプリング用の浅い凹状のガイド溝である。符号１１
ｄは、制動手段５としてピストンダンパを構成しているシリンダー５０をケース内で摺動
し易くする凹部である。符号１１ｅは、ラッチ４の下面に設けられた凸部４８と嵌合する
ガイド溝である。
【００２２】
　カバー１５は、幅中間に位置して左右に延びているリブ１９ａとリブ１９ａとの間に設
けられているスライダー用ガイド溝１９ｂと、左右中間に設けられている略凹状のラッチ
用ガイド部１６とを有している。カイド部１６は、左右に延びる直線溝１６ａと、直線溝
１６ａの両側に設けられた略Ｌ形の係止溝１６ｂとからなる。
【００２３】
　ケースの両側面１２及びカバー側の両側１７には、カバー１５を空間部１０に配置した
ときに互いに係合する鉤状係止部１２ａと凹状係合部１７ａとが複数対に設けられている
。また、ケース側の取付部１０ａ及びカバー側の左右端面１８には、カバー１５を空間部
１０に配置したときに互いに係合する凹状係止部１０ｃ及び凸状係合部１８ａ、凸状係止
部１０ｄ及び凹状係合部１８ｂが設けられている。そして、この例では、カバー１５がそ
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れらの係合を介してケース１に装着される。左右の取付部１０ａは、幅方向の断面が逆凹
状となっており、突起体８がその逆凹状部からガイド孔１１ａに沿って摺動可能となって
いる。
【００２４】
　スライダー２Ａ，２Ｂは、樹脂製のブロック状をなし、図５と図６に示されるごとくケ
ース側下面１１とカバー１５との間の空間に配置される。この例では、制動手段５として
ピストン式ダンパーを使用した関係で、スライダー２Ａ，２Ｂが異形状になっているが、
制動手段としてロータリー式ダンパーを使用するような場合は同形状にすることも可能で
ある。
【００２５】
　スライダー２Ａとスライダー２Ｂとは、制動手段用連結部２１，３１が上下面２ａ，２
ｂの一部を形成しているとともに、上面２ａに設けられて左右に延びたリブ２２，３２を
有している点、下面２ｂの略中間部の四隅に設けられた凸部２３，３３を有している点、
一側つまり連結部側と平行に設けられて制動手段５をガイドする断面円弧状のガイド部２
４，３４、及び他側の下面側長手方向に沿って設けられているばね配置部２５，３５を有
している点、各ばね配置部２５，３５の一端側に設けられて付勢手段３であるコイルスプ
リングの対応する端部３ａを係止する凹状の係合部２６,３６を有している点、ばね配置
部２５，３５側にあって下側の一部を逆凹状に形成しているラッチ配置部２０，３０を有
している点、各ラッチ配置部２０，３０を区画している上壁部に設けられている逃げ溝２
８，３８、及び支持溝２７，３７、並びに枢支用軸孔２０ａ，３０ａを有している点で共
通している。各係合部２６,３６は、上下突片２６ａ，２６ｂ同士の間、又は上下突片３
６ａ，３６ｂ同士の間を取付用挟持部とし、コイルスプリングの端部３ａを押圧により固
定可能となっている。
【００２６】
　ここで、連結部２１は、図７（ａ）,（ｂ）に示されるごとく上下部に設けられた爪２
１ａ及び位置決め用突起２１ｂと、水平方向に開口した窓２１ｃを有した収容部２１ｄと
、収容部２１ｄを覆うように装着される取付部材２９とを備えている。すなわち、取付部
材２９は、概略コ形のカバーであり、上下の爪２１ａに係合される係合穴２９ａ及び突起
２１ｂに係合される凹部２９ｂとを有している。これに対し、連結部３１は、内端面との
間に隙間３４ｂを保って設けられた略Ｕ形のクランプ部３４ａを有している。また、ラッ
チ配置部において、軸孔２０ａ，３０ａは、中央から外れた端側に設けられて上下貫通さ
れている。支持溝２７，３７は、図３（ａ）のごとく軸孔２０ａ，３０ａと同心円上にあ
って円弧状に切り欠かれているとともに、上縁に沿って設けられた受け面となる段差２７
ａ，３７ａを有している。逃げ溝２８，３８は前記支持溝より大きな開口であり、内側縁
に沿って突出した鍔状受け部２８ａを有している。
【００２７】
　ラッチ４は、図１のごとくスライダー２Ａに用いるラッチと、スライダー２Ｂに用いる
ラッチが左右対称形となる。図７はスライダー２Ａ側のラッチを示している。同図を参考
にして説明すると、ラッチ４は、ラッチ配置部２０，３０に余裕を持って収まる厚さ寸法
からなる樹脂成形体であり、スライダー側に枢支する支持部４０と、支持部４０の一側に
設けられて作動部材である突起体８と係脱する通常時の係合部４２と、ラッチ下面側にあ
って係合部４２より先端４５側に設けられている補助係合手段４７とを一体に形成してい
る。
【００２８】
　支持部４０は、上面側にあって端部側に突設された枢支用軸部４３と、中央付近に突設
された吊り下げ用支軸４１、軸部４３から離れる先端側に突設された突起４６を有してい
る。ラッチ４は、軸部４３がスライダー側軸孔２０ａ又は３０ａに嵌合されることにより
、スライダー２Ａや２Ｂに対して回転可能に組み付けられる。支軸４１は、支持溝２７又
は３７と共に規制手段９を構成しており、支持溝２７又は３７に摺動自在に挿通される首
部４１ａ、及びその首部４１ａを支持溝２７又は３７に挿通した状態で抜け止めする頭部
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４１ｂを有している。突起４６は、軸部４３及び支軸４１より高く形成されていて、ラッ
チ４が各スライダーに回転可能に枢支された状態でカバー側のカイド部１６に嵌合して、
直線溝１６ａに沿って摺動し、かつ、係止溝１６ｂと係合することでラッチ４（及びスラ
イダー）の摺動を係止する。
【００２９】
　補助係合手段４７は、ラッチ４が誤作動で引込姿勢になったときに突起体８と係合し、
それによりラッチ４を引込姿勢から待機姿勢に切換可能にする。この例では、ラッチ下面
側で先端側を大きく落ち込んだ段差状にし、突起体８を導く先端側の斜面案内部４５ａ及
び該斜面案内部４５ａに連なって一段深くなった凹部４７ａから構成されている。斜面案
内部４５ａは先端に行くほど低くなるテーパーである。使用態様において、突起体８は斜
面案内部４５ａに対し上向きに当接すると、突出量を減じながら摺動し、凹部４７ａに入
ると再び突出量を増大して該凹部４７との係合を維持する。
【００３０】
　付勢手段３は圧縮コイルスプリングが用いられている。このコイルスプリングは、両端
の手前が径小に絞られた取付用の径小端部３ａに形成されるとともに、径小端部３ａから
再び通常の径寸法に形成された延長部３ｂを有している。この延長部３ｂは、本発明の緩
衝部に相当する箇所であり、コイル巻が径小端部３ａより粗く形成されている。
【００３１】
　制動手段５はピストン式ダンパー式が使用されている。このピストン式ダンパーは公知
のもの（例えば、特開２００６－２９５６４号等）であればよく、シリンダー５０及び該
シリンダー５０に緩やかに出没されるピストンロッド５１を有し、ピストンロッド５１が
固定されているシリンダー５０に対し緩やかに駆動したり、シリンダー５０が固定されて
いるピストンロッド５１に対し緩やかに駆動する構成であればよい。また、シリンダー５
０は図４のごとく後端外周に首状係止溝５０ａを有し、ピストンロッド５１は先端外周に
首状係止溝５１ａを有している。
【００３２】
（作動部材）図９（ｃ）は作動部材である突起体８の具体例を示している。この突起体８
は、移動体である扉Ａに対し付勢力を介して出没自在、つまり負荷を受けると付勢力に抗
して突出量を減じる構成である。この例は、本出願人の先願である特願２００９－１４７
０１７号に記載されているものであり、移動体の上端部に取り付けられるケース８ａと、
ケース８ａ上に突出して移動体を固定側ガイドレールに沿って案内するガイド軸８ｂと、
ガイド軸８ｂをケース幅方向に移動調整する調整機構として、ケース１に設けられた横穴
８ｃに配置されて外部から回動操作可能な調整用部材８ｄと、調整用部材８ｄの回動によ
りケース内を進退してガイド軸８ｂを幅方向に移動調整する不図示の調整部材などを有し
ている。勿論、突起体８としては、これに限られず、特開２００７－１０７３０１号に開
示されているガイド軸構成又はそれに類似する構成でもよい。
【００３３】
（組立）以上の各部材は、例えば、各ラッチ４をスライダー２Ａ，２Ｂに枢支した後、ス
ライダー２Ａ，２Ｂ同士を制動手段５であるピストン式ダンパー及び付勢手段３であるコ
イルスプリングを介在して連結する。次に、それらをケース１に組み入れ、かつケース１
にカバー１５を取り付けることで引込ユニット６として完成される。
【００３４】
　まず、各ラッチ４は、スライダー２Ａ，２Ｂに対し、軸部４３と軸孔２０ａ又は軸部４
３と軸孔３０ａの嵌合により回転可能に支持される。この支持状態では、支軸４１が円弧
状の支持溝２７の段差２７ａ或いは支持溝３７の段差３７ａに対し吊り下げ状態で支持さ
れ、突起４６が逃げ溝２８或いは逃げ溝３８を通ってスライダーの上方へ突出され、先端
４５が逃げ溝の内側縁に設けられた鍔状受け部２８ａ或いは受け部３８ａに受け止められ
るよう支持される。その後、スライダー２Ａ，２Ｂ同士は制動手段５であるピストン式ダ
ンパーを介して連結される。この場合、ピストンロッド５１はスライダー２Ａの連結部２
１に対し、先端を図５（ｃ）に示した窓２１ｃから収容部２１ｄに挿入した状態で、図５
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（ｄ）のごとく止め輪５２をロッド先端外周の係止溝５１ａに係合する。その後、ピスト
ンロッド５１は、取付部材２９が連結部２１に対し上下の爪２１ａと係合穴２９ａとの係
合、突起２１ｂと凹部２９ｂとの係合により装着されることで確実に位置固定される。シ
リンダー５０は、スライダー２Ｂの連結部３１に対し、上記したシリンダー側係止溝５０
ａを隙間３４ｂに一致させて押すだけでクランプ部３４ａに係合連結される。また、付勢
手段３であるコイルスプリングは、スライダー２Ａと２Ｂに対し、両側の径小端部３ａが
対応する係合部２６,３６に対し押圧操作により係止固定される。この状態では、各延長
部３ｂがスライダーの対応端より所定寸法だけ突出する。
【００３５】
　次に、以上のラッチ４付きのスライダー２Ａと２Ｂは、制動手段５及び付勢手段３と共
にケース１に対し配置される。この例では、スライダーとケースとの間のガイド手段とし
て、各スライダー下面の凸部２３又は３３がケース側の対応するガイド溝１１ｂと嵌合し
、各スライダーの上面のリブ２２又は３２がカバー側の対応するガイド溝１９ｂと嵌合し
、各スライダー下面の突片２６ｂ及び３６ｂがケース下面側ガイド溝１１ｃと摺動自在に
嵌合したされる。また、ラッチ４は、突起４６がスライダーの逃げ溝２８又は３８からケ
ース側のガイド部１６に嵌合しており、スライダーの摺動に伴って直線溝１６ａに沿って
摺動される引込姿勢と、直線溝１６ａから係止溝１６ｂに入って係止される待機姿勢とに
切り換えられる。なお、ラッチ４は、下面の凸部４８がケース下面のガイド溝１１ｅと常
に嵌合しており、それによって対応スライダーの急速な摺動にも安定して追随されるよう
になっている。
【００３６】
（作動）図８は上記した組立状態において摺動補助装置及び引込ユニット６の作動を示し
ている。ここでは、図９（ａ）,（ｂ）の扉Ａに適用した場合を想定し要部作動を明らか
にする。
【００３７】
（１）同８（ａ）は図１の引込ユニット６における左側部分、つまりスライダー２Ａ側の
ラッチ４の待機姿勢（ラッチ側突起４６がカバー側ガイド部１６の係止溝１６ｂに係合さ
れている状態）を作動部材である突起体８と共に示し、（ｂ）は部材関係を分かり易くす
るため（ａ）と同じ態様をスライダー２Ａだけ想像線で示している。このラッチの待機姿
勢において、付勢手段３であるコイルスプリングは、引き延ばされて付勢力を蓄積してい
るとともに、左側の延長部３ｂがケース側の対応する端部１３ａに当接している。このた
め、この構造では、ラッチ４の待機姿勢において、そのラッチ４を枢支しているスライダ
ー２Ａがケース空間部１０を区画している内側端部１３ａに対し延長部３ｂを当接してい
るため、スライダー２Ａが振動や衝撃を受けても延長部３ｂである緩衝部の振動ないしは
衝撃吸入作用により影響を受けに難くなっている。
【００３８】
　換言すると、この構造では、延長部３ｂである緩衝部の振動ないしは衝撃吸入作用によ
りスライダー２Ａに支持されているラッチ４の誤作動（突起４６が係止溝１６ｂから直線
溝１６ａに移行する）虞を防止して作動特性を向上できる。同時に、この構造では、上記
した規制手段９を有し、ラッチ４がスライダー側支持溝２７又は３７に支軸４１を介して
吊り下げ状態に支持して水平状態を保つことにより、そのような誤作動をより確実に防止
されるようになっている。
【００３９】
（２）図８（ｃ）はラッチが引込姿勢に切り換えられた状態を示している。このラッチ４
の姿勢切換は、ラッチ４が図８（ｂ）の待機姿勢にあるとき、扉が同図の左から右方向（
閉方向）へ移動されてきて、扉の突起体８が係合部４２の対応部に当たる。すると、ラッ
チ４は、その応力により軸部４３を支点として逆時計回りに回転されて突起４６が係止溝
１６ｂから係止解除されて直線溝１６ａと嵌合し、突起体８を係合部４２に係合した引込
姿勢に切り換えられる。すると、スライダー２Ａは、ラッチ４と共に付勢手段３の付勢力
によりスライダー２Ｂ側へ引き込まれて扉を閉位置に切り換える。この場合、この形態で
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は、扉が付勢手段３の付勢力により移動されるとき、上記した制動手段５の制動を受けて
緩やかに摺動される。
【００４０】
　以上の姿勢切換において、規制手段９は、ラッチ４が枢支部（軸部４３とスライダー側
軸孔２０ａ）を支点として逆時計回りに回転されるとき、支軸４１がスライダー側支持溝
３７（の段差３７ａに受け止められた状態で）に沿って摺動されるため、及び先端４５が
逃げ溝側の鍔状受け部２８ａ又は３８ａで受けられるためスライダー２Ａに対するラッチ
４の傾きを防いで水平な回転運動を確実に保つ。これにより、この構造では、ラッチ４が
作動部材である突起体８を介して待機姿勢と引込姿勢とに切り換えられるとき、突起４６
がラッチの傾き等に起因してガイド部１６から外れて誤作動を生じるという虞を解消でき
る。
【００４１】
（３）図８（ｄ）は、扉を閉位置から開方向へ摺動操作している状態を想定している。こ
の過程では、扉が同図の右から左方向へ移動操作されると、スライダー２Ａが引込姿勢に
なっているラッチ４の係合部４２に係合されている突起体８を介して左側へ摺動される。
扉が更に左へ移動されて図８（ｂ）のごとく左側の係止溝１６ｂに達すると、ラッチ４は
、突起体８が係合部４２から抜け出すときの反力により軸部４３を支点として時計回りへ
回転しながら、突起４６が直線溝１４ａから係止溝１４ｂに係合して待機姿勢に切り換え
られる。なお、この過程では付勢手段３に付勢力が蓄積される。この状態はラッチ４が待
機姿勢にある限り保たれる。
【００４２】
　以上の姿勢切換において、この構造では、扉が急激に摺動操作され、それに伴ってスラ
イダー２Ａも急速に摺動されたような場合、ケース側の対応する端部１３ａに対し延長部
３ｂである緩衝部が当接し、その緩衝部の衝撃吸入作用によりスライダー２Ａに加わる衝
撃を緩和することによりラッチ４の誤作動（突起４６が係止溝１６ｂから直線溝１６ａに
移行する）の虞を防止できる。
【００４３】
（変形例）図１０は上記した第３の構成（請求項１に対応した構成例）を示したものであ
る。この説明では、上記形態と同じ箇所に同一符号を付し変更点だけを明らかにする。こ
の変形例では、付勢手段３であるコイルスプリングの右端側の形状及びその取付構造と、
制動手段５のシリンダー５０の取付箇所及び取付構造とが変更されている。
【００４４】
　すなわち、付勢手段３であるコイルスプリングは、一方の径小端部３ａが上記と同じく
スライダー２Ａの係合部２６に係止された状態で延長部３ｂを突出しているが、他方の径
小端部３ａがケース内に設けられた凹状の係合部１４Ａに係止固定されている。係合部１
４Ａは、図１０の拡大図に示されるごとくケース下面１１に立設された一対の突片１１ｅ
同士の間を取付用挟時部とし、そこにコイルスプリング３の端部３ａを押圧固定可能とな
っている。この係合部１４Ａは、ケース１に装着されるカバー１５により突片１１ｅ同士
の上開口を閉鎖して端部３ａの抜けを阻止可能となっている。
【００４５】
　シリンダー５０は、端側の首状係止溝５０ａ及び頭部５０ｂを有し、ケース下面１１に
設けられた連結部１４Ｂに係止固定されている。連結部１４Ｂは、図１０の拡大図に示さ
れるごとくケース下面１１に立設された一対の突片１１ｆ同士の間を取付用挟時部とし、
そこに係止溝５０ａ及び頭部５０ｂを押圧固定可能となっている。この連結部１４Ｂは、
係合部１４Ａと同様に、ケース１に装着されるカバー１５により突片１１ｆ同士の上開口
を閉鎖して係止溝５０ａ及び頭部５０ｂの抜けを阻止可能となっている。
【００４６】
　以上のように、本発明は、請求項で特定された要件を除いて適宜に変更可能なものであ
る。一例として、緩衝部としては延長部３ｂに代えて専用の弾性体を端部１３ａや１３、
或いはスライダーの対向部に付設することである。また、請求項１の発明は、図１０の構
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造に限られず、例えば図１の構造において一方のスライダーをケースに固定部材により位
置規制して他方のスライダー及びラッチのみ作動可能にする形態も含む。その場合は、上
記第１の構成と上記第３の構成とを選択的に実施できることになる。
【符号の説明】
【００４７】
　１…ケース（１１は下面、１２は側面、１３，１３ａは端部、１５はカバー、）
　２Ａ…スライダー（２０はラッチ配置部、２０ａは軸孔、２６は係合部）
　２Ｂ…スライダー（３０はラッチ配置部、３０ａは軸孔、３６は係合部）
　３…付勢手段（コイルスプリング、３ａは径小端部、３ｂは緩衝部である延長部）
　４…ラッチ（４０は支持部、４１は支軸、４２は係合部、４３は軸部、４６は突起）
　５…制動手段（５０はシリンダー、５１はピストンロッド）
　６…引込ユニット
　７…本体
　８…突起体（作動部材）
　１６…ガイド部（１６ａは直線溝、１６ｂは係止溝）
　Ａ…扉（移動体）

【図１】 【図２】
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